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１２年人勧

要要求求実実現現にに向向けけ、、組組合合員員のの総総力力をを結結集集しし、、
今今期期賃賃金金確確定定闘闘争争にに勝勝利利ししよようう！！

わ
が
組
合
は
、
３
月
１５
日
に

特
別
区
区
長
会
と
第
１
回
団
体

交
渉
を
行
い
、『
賃
金
・
労
働

条
件
等
に
関
す
る
要
求
書
』
を

提
出
し
て
い
ま
す
。
４
課
題
２３

項
目
と
多
岐
に
亘
る
要
求
と
合

わ
せ
、
国
家
公
務
員
給
与
削
減

特
例
法
を
特
別
区
に
影
響
さ
せ

な
い
た
め
、
特
別
区
区
長
会
と

し
て
毅
然
と
し
た
対
応
を
す
る

こ
と
を
申
し
入
れ
た
も
の
で
す
。

と
り
わ
け
強
調
し
た
事
項

は
、
保
障
額
表
か
ら
業
務
職
給

料
表
へ
の
切
替
に
係
る
課
題
の

改
善
、
統
括
技
能
長
、
技
能
長

の
欠
員
状
況
へ
の
制
度
的
な
対

応
、
清
掃
職
場
の
実
態
を
踏
ま

え
た
高
齢
期
雇
用
制
度
の
確
立

等
で
す
。
ま
た
、
扶
養
手
当
相

当
額
の
原
資
化
は
も
と
よ
り
現

行
の
成
績
率
制
度
自
体
に
問
題

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
職
員

の
意
欲
や
能
力
を
十
分
に
引
き

出
せ
る
人
事
考
課
制
度
の
あ
り

方
を
検
証
す
る
と
こ
と
併
せ

て
、
一
時
金
の
水
準
な
ど
を
含

め
た
改
善
を
求
め
ま
し
た
。

こ
う
し
た
わ
が
組
合
の
切
実

な
要
求
に
対
し
、
区
長
会
か
ら

は
、
景
気
の
低
迷
、
税
収
減
に

よ
る
財
政
の
危
機
的
な
状
況
を

理
由
に「
困
難
」
と
す
る
ば
か
り

で
、
具
体
的
な
改
善
に
向
け
た

考
え
は
示
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

９
月
２５
日
に
は
、
各
地
連
の

代
表
者
に
も
参
加
を
い
た
だ

き
、
特
別
区
人
事
委
員
会
に
対

し
、
勧
告
作
業
に
関
す
る
要
請

を
行
い
ま
し
た
。
東
京
清
掃
労

働
組
合
は
労
組
法
適
用
の
労
働

組
合
で
あ
り
、
給
与
改
定
は
労

使
交
渉
で
決
定
す
る
こ
と
が
基

本
で
す
が
、
勧
告
の
影
響
を
強

く
受
け
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も

事
実
で
す
。
よ
っ
て
、
人
事
院

勧
告
に
追
随
す
る
こ
と
な
く
、

中
立
・
公
正
な
第
三
者
機
関
と

し
て
、
特
別
区
で
働
く
職
員
の

生
活
実
態
を
精
確
に
把
握
し
、

生
活
を
守
る
た
め
の
賃
金
水
準

の
確
保
を
適
切
・
適
正
に
判
断

す
る
べ
き
こ
と
を
強
く
求
め
て

き
ま
し
た
。
ま
た
、
十
分
な
労

使
協
議
期
間
を
確
保
す
る
た
め

に
も
早
期
に
勧
告
を
示
す
よ
う

要
請
を
し
ま
し
た
が
、
人
事
委

員
会
は
「
時
期
に
つ
き
ま
し
て

は
、
現
時
点
で
明
確
に
お
示
し

で
き
ま
せ
ん
が
、
勧
告
に
あ
た

っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
の

考
え
方
に
基
づ
き
、
今
後
の
作

業
を
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。
」

と
従
来
の
回
答
を
示
す
に
留
ま

り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
な

か

、

１０

月

１０

日
、
特
別
区
人

事
委
員
会
は
、

２
０
１
２
年
職

員
の
給
与
に
関

す
る
報
告
（
意

見
）
等
を
勧
告

し
ま
し
た
。
勧

告
の
内
容
は
、

わ
が
組
合
の
要

請
を
受
け
入
れ

た
も
の
で
は
な

く
、
首
都
圏
で
生
活
す
る
職
員

の
厳
し
い
生
活
実
態
を
全
く
考

慮
し
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
成

績
率
運
用
の
推
進
や
住
居
手
当

制
度
の
あ
り
方
の
検
討
な
ど
に

も
触
れ
る
な
ど
、
こ
の
間
の
国

や
都
の
勧
告
に
追
随
し
た
内
容

が
含
ま
れ
て
お
り
、
中
立
・
公

平
な
代
位
三
者
機
関
と
し
て
の

自
立
性
・
主
体
性
に
欠
け
る
も

の
で
す
。

昨
年
の
確
定
闘
争
で
は
、
統

括
技
能
長
の
設
置
基
準
を
改
善

さ
せ
、
ま
た
、
現
業
系
人
事
・

給
与
制
度
の
改
善
に
向
け
た
協

議
を
約
束
さ
せ
る
な
ど
一
定
の

前
進
を
勝
ち
取
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
今
期
確
定
闘
争
は
、

給
与
・
一
時
金
の
諸
要
求
は
も

と
よ
り
、
実
在
者
賃
金
調
査
に

基
づ
く
具
体
的
な
要
求
に
よ
っ

て
当
局
と
対
峙
し
、
保
障
額
表

か
ら
現
業
（
業
務
）
職
給
料
へ

の
切
替
で
生
ま
れ
た
課
題
の
改

善
や
、
定
年
後
も
安
心
し
て
生

活
で
き
る
給
与
水
準
と
労
働
条

件
の
確
保
な
ど
の
要
求
実
現
に

向
け
闘
い
を
展
開
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

「
２
０
１
２
賃
金
確
定
闘
争

等
に
勝
利
す
る
た
め
の
秋
季
年

末
闘
争
方
針
」
、「
２
０
１
２
年

特
別
区
人
事
委
員
会
勧
告
後
の

要
求
」
に
つ
い
て
は
、
１０
月
９

日
に
開
催
し
た
第
１
回
中
央
委

員
会
で
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
、
わ
が
組
合
の
要
求
を
区

長
会
に
突
き
付
け
る
団
体
交
渉

が
２４
日
に
予
定
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
後
専
門
委
員
会
交
渉
を
中

心
と
し
た
具
体
的
な
闘
い
に
突

入
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

１２
日
に
は
闘
争
開
始
宣
言
と

し
て
第
一
波
総
決
起
集
会
を
連

合
会
館
に
て
行
い
、
翌
週
に
は

第
二
波
と
し
て
各
地
連
に
よ
る

集
会
と
要
請
行
動
が
準
備
さ
れ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
各
区
に
お

け
る
区
長
要
請
や
署
名
の
取
り

組
み
も
行
っ
て
い
き
ま
す
。
こ

う
し
た
大
衆
行
動
の
力
を
得

て
、
本
部
・
中
央
執
行
委
員
会

は
全
力
で
交
渉
に
臨
み
ま
す
。

全
組
合
員
の
総
力
を
結
集
し
、

２
０
１
２
賃
金
確
定
闘
争
勝
利

に
向
け
て
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！

特
別
区
人
事
委
員
会
は
、
１０
月
１０
日
、
特
別
区
区
長
会
と
議
長
会
に
対
し
て
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
勧
告
、
人
事
制
度
・

勤
務
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
報
告
（
意
見
）
を
行
い
ま
し
た
。

月
例
給
与
に
つ
い
て
は
、
職
員
給
与
が
民
間
給
与
を
上
回
っ
て
い
る
と
し
て
、
公
民
較
差
△
７
８
３
円
（
△
０
・
１９
％
）
を

解
消
す
る
た
め
引
下
げ
改
定
。
特
別
給
（
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当
）
に
つ
い
て
は
、
民
間
の
特
別
給
（
賞
与
）
の
支
給
割
合
と

お
お
む
ね
均
衡
し
て
い
る
こ
と
か
ら
改
定
な
し
（
現
行
３
・
９５
月
）
と
し
て
い
ま
す
。

人
事
院
勧
告
で
は
、「
５０
歳
代
後
半
層
に
お
け
る
昇
給
・
昇
格
制
度
の
見
直
し
」
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
特
別
区
で
は
こ

れ
ま
で
も
給
与
カ
ー
ブ
の
フ
ラ
ッ
ト
化
等
に
よ
り
給
与
水
準
の
上
昇
を
抑
制
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、「
給
与
の
あ
り
方
に
つ
い

て
引
き
続
き
検
討
」
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
高
齢
期
職
員
の
活
用
等
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
国
の
動
向
等
を
注
視
と
し
つ
つ

も
、
職
員
定
数
の
観
点
か
ら
採
用
計
画
の
早
期
作
成
が
必
要
と
の
意
見
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
月
例
給
の
４
年
連
続
引
下
げ
を
は
じ
め
と
し
た
極
め
て
厳
し
い
勧
告
が
さ
れ
ま
し
た
。
現
業
系
職
員
の
賃
金

は
あ
く
ま
で
も
労
使
交
渉
で
決
定
し
て
い
く
も
の
で
す
が
、
勧
告
の
影
響
を
大
き
く
受
け
る
の
も
事
実
で
す
。
不
当
な
賃
金
削

減
攻
撃
を
跳
ね
返
し
、
ま
た
、
人
事
制
度
の
改
善
、
安
心
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る
高
齢
期
雇
用
制
度
の
確
立
に
向
け
、
今
期
確

定
闘
争
を
組
合
員
の
総
力
で
闘
い
ま
し
ょ
う
。

▲２０１１年賃金確定闘争 第三波総決起集会〈２０１１．１１．１５ 全電通会館〉 編 集 責 任
教 宣 部 長
斉藤 幸司

▲昨年１１月の区長会総会座り込み行動

１２
年
人
勧

特
集
号

▲９月２５日 特別区人事委員会要請行動〈区政会館〉

▲２０１１年勧告後の区長会要請

▲２０１１年第一波総決起集会〈連合会館〉
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２０１２年 特別区人事委員会勧告に関する声明

特別区人事委員会は１０月１０日、各区議会議長と各区長に対して「職員の給与に関する報告及び勧告」を行った。

月例給に関わる勧告は、公民較差が率にして０．１９％、金額で７８３円職員給与が民間給与を上回っており、これを

解消するための引下げ改定というものである。また、特別給（期末手当・勤勉手当）については、民間の特別給

（賞与）とおおむね均衡しているため改定なしとした。

月例給は、４年連続の引下げ勧告である。日本一生計費の高い首都圏で暮らす特別区職員の生活実態を考慮し

ていないばかりか、職員の利益保護という第三者機関としての役割を放棄した自主性・主体性に欠ける勧告と言

わざるを得ない。また、公民較差相当分を本年度中に支給される期末手当の額から減ずる「所要の調整を実施」

としたことは、「不利益不遡及の原則」からも認めがたく、強い不満と怒りをここに表明する。

２０１２春闘において、労働団体や経済団体の集計を見ると、月例給は賃金カーブの維持によっておおむね前年比

横ばいの結果となっている。また、先に人事院勧告に示された地域別民間給与との較差では、東京都内の民間給

与に対して、国家公務員給与が１．２３％下回る逆較差が生じていたことなどから、特別区職員の月例給与削減とい

う勧告内容は、我われの期待を大きく裏切るものであり、到底理解も納得もできるものではない。

わが組合は、現業職を主体とする労組法適用の労働組合である。給与の決定については、当然にも労使協議に

よるものであるが、人事委員会勧告の影響を強く受けるのも事実である。これまで区長会は「（業務職給料表に

ついて）勧告された給料表の改定内容に準じた検討」という考え方を示してきた。十分な労使協議期間を確保す

るためにも、早期に業務職給料表を提示するよう求めてきたが区長会は我われの求めに応じていない。改めて、

今回の勧告内容と切り離した業務職給料表を早期に提示し、我われと協議を行うことを求めるものである。

また、報告（意見）では「高齢期雇用の活用等」として、「引き続き国の動向等を注視。職員のモチベーション

の維持・向上や、組織全体の活性化を図る観点から、中長期を見据えて今後の人事制度を検討」「採用計画の早期

作成が必要」などとし、具体的な方策等を示すには至らなかった。公的年金支給開始年齢の引上げは、２０１３年度

に６０歳を迎える職員から開始される。職員の人生設計にかかわる高齢期雇用の制度設計は待ったなしである。特

別区の現行制度や、清掃業務の内容や職場の実態を踏まえた制度設計の構築に向けて、今後の労使交渉を通じて

区長会に強く求めていく。

未曾有の被害をもたらした東日本大震災は、公共サービスの質の維持のために自治体が果たすべき責任を問い

直した。公共サービスとしての清掃事業の質の低下は、最終的にサービスを受けている住民に被害を及ぼすこと

になる。住民要望に応えようと日夜奮闘を続ける職員が、自信と誇りを持って職務にまい進できる賃金水準・人

事制度の確立は、喫緊の課題である。首都東京に働く清掃労働者の権利の確立、わが組合の要求実現をめざして、

２０１２賃金確定闘争を全組合員の団結を基礎に、組織の総力を挙げて闘い抜く決意を表明する。

２０１２年１０月１０日

東京清掃労働組合

▲区長会総会への要請▲２０１１年第三波集会に結集した組合員
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（
４
め
ん
へ
続
く
）
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（
３
め
ん
よ
り
続
き
）
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【住居手当】本市と国では、職員の住宅事情及び住居手当
制度の内容が異なっているという状況はあるが、住居手当
のあり方については、市内民間事業所の住居手当の支給状
況及び国や他の自治体の動向に留意して、検討を進めてい
くことが必要。
【高齢期雇用】国と本市では職員の職種や職務内容が異な
っていることを踏まえ、高齢期雇用についての課題を整理
しながら、制度の構築に向けて、今後の国の動きや他の自
治体の動向に十分留意しつつ、早期に検討を進めていくこ
とが必要。
５０歳代後半層職員と民間従業員の給与差について本市にお
いては、国や他の自治体の動向に留意しながら、高齢層の
職員の給与のあり方について検討していくことが必要。
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